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（様式6）、雑用水検査（様式8）
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(様式10）

（様式7）・(様式9-2）
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(様式4）

(様式2）

(様式1）

(様式11）
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(様式5）



(様式3）

13．学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等検査（様式9）
大掃除については昨年度の実施状況を聞き取り記載する。
雨水等排水状況、ネズミ・衛生害虫等については今年度の状況を学校から聞き取り記載する。

14．黒板検査（様式12）
学校等からの依頼時に黒板色票を用いて検査を行う。
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普通騒音計(NL-27)での等価騒音レベル（LAeq）の測定方法

１．騒音計に電池を入れる。（単４を２本）

２．三脚に取り付ける。（机等の上に置いて測定すると余分な騒音を拾う場合があります）

３．測定する場所に設置（高さは児童生徒が座った状態での耳の高さ）

４．電源（POWERキーを0.5秒以上押す）を入れると通常はLAF（Ａ特性、速）になる。（図１）

５．MODEキーを１回押してLAeq にし、測定時間が５分(5m)であることを確認する。（図１、２）

図１ 図２

６．スタートボタン（START/STOP）を押す。

図３ 図４

７．１秒ほどで計測が始まるので、静かにする。（窓を閉めているときは足音等も影響する）

この時▲のマークが点滅し、経過時間が表示される。（図３）

８．５分が経過すると、自動的に停止し、結果が表示されるので記録する。（図４）

９．窓側、廊下側のそれぞれ窓の開閉時の計４回測定。

10．電源を切る。

備考；10分以上何もしないと、スリープモード(SLPと表示)になる。何かのキーを押すと復帰
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【測定条件（日時、教室）の選定】

授業が行われる日の授業が行われている時間帯において、各階１以上の騒音の影響が大きい教

室等を選び、児童生徒等がいない状態で、教室の窓側と廊下側で、窓を閉じたときと開けたとき

の等価騒音レベルを測定する。

授業が行われない日、又は学校行事や地域の行事がある日などは、通常の授業が行われる日と

騒音の状況が異なる可能性があるため、避けることが望ましい。

児童生徒等が室内にいない状態で測定する（外部騒音を測定するためで、児童生徒等や教師の

出す音の影響を避けるため）

教室内で物が倒れる音、廊下を大声で話しながら歩く音等、突発的に予期せぬ音の影響を受け

ることがある。このような突発騒音は計算から除外する。

検査回数は毎学年２回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計

画立案し、実施する。

ただし、測定結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認めら

れない限り、次回からの検査を省略することができる。

なお、著しく基準値を下回る場合とは、窓を閉じているときは LAeq45 デシベル以下、窓

を開けているときは LAeq50 デシベル以下とする。

【測定方法】

普通教室に対する工作室、音楽室、廊下、給食施設及び運動場等の校内騒音の影響並びに道路

その他の外部騒音の影響があるかどうかを調べ騒音の影響の大きな教室を選び、児童生徒等がい

ない状態で、室の窓側と廊下側で、窓を閉じたときと開けたときの等価騒音レベルを測定する。

測定する場所はその教室での最悪での状況を調査するため、窓や廊下に近い児童生徒の机の位

置で、高さは座った状態での耳の高さで測定する。

等価騒音レベルの測定は、日本工業規格C1509に規定する積分・平均機能を備える普通騒音

計を用い、Ａ特性で5分間、等価騒音レベル（LAeq）を測定する。

『等価騒音レベル（LAeq）』

等価騒音レベルとは、変動する音のレベルのエネルギー平均値である。等価騒音レベルは音の

物理量であるので、生理機能と直接的な関係をもつ。LAeqのＡはＡ特性の意味である。

『Ａ特性（周波数特性）』

周波数の聴覚補正回路を介して、すなわちヒトの耳の感覚に合わせた騒音レベル。

【事後措置】

・窓を開けたときの等価騒音レベルが55 デシベル以上となる場合は、窓を閉じる等、適切な方

法によって音を遮る措置を講ずるようにする。

・判定基準を超える場合は、騒音の発生を少なくするか、授業を行う教室を騒音の影響が少ない

教室等に替える等の適切な措置を講ずるようにする。

・学校の実態に応じて好ましい学習環境を確保するための創意工夫をする等、適切な措置を講ず

る。例えば、空港に近く、騒音レベルが一定以上の学校では、窓を二重にする等、防音校舎が

作られている。
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・校内騒音は、学校内で処理できる場合が多い。しかし、校外からの騒音については、学校自体

で解決できない場合もあるので、臨時検査を行う等によって、その実態をより明らかにし、学

校の設置者による措置を講ずるようにする必要がある。

・音に対して過敏な児童生徒等、聴力や発声に障害のある児童生徒等、補聴器をつけている児童

生徒等がいる場合は座席の位置を考慮する。また、いすの移動音対策としては、いすの足にゴ

ムキャップをつける等の工夫が望ましい。この場合、ゴムキャップや代用するものによっては、

揮発性有機化合物の発生源となることがあるので留意する必要がある

【実際に測定して判明した問題点】

本来は授業が行われる日の授業が行われている時間帯で、児童生徒等がいない状態で測定する

ことになってるが、そのような状況を作り出すのは難しい。

・夏休み

結構良い条件と思われたが、蝉の鳴き声やクラブ活動（特にブラスバンド等）があり、通常

の授業状態と異なる環境であった。

・テスト期間中の午後

クラブ活動が無く、通常の授業時間に近い状況と思われた。しかし、小学校ではテスト期間

が無く不可能。

・修学旅行や遠足時

この時期も、クラブ活動が無く、通常の授業時間に近い状況と思われた。

・外部からの騒音の影響が大きい教室の選定

道路や線路に隣接している場合は、低層階の教室が影響を受けやすい。

道路や線路が少し離れた場所を通っている場合は、高層階の教室が影響を受けやすい。

・注意点

児童生徒がいないと、教職員が大声で校舎内で叫んだり、放送を使って呼び出しをするので、

あらかじめ連絡して、注意していただくようお願いしておいた方が良い。

チャイムの鳴る時間を考えないと、時間のロスが出来る。
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アスマン通風乾湿計による温度、相対湿度の測定方法

アスマン通風乾湿計は、輻射熱の影響を防ぐために金属製の管内に棒状温度計（乾球、湿球）を

入れたもので、温度計の球部に5ｍ／秒程度の気流を当て、乾球の示度を読み取る。注意点として、

応答が遅いので、屋外を測定した後室内を測定する場合（逆の場合も同様）は、周囲の環境に十分

に馴染ませる必要がある。また、気流速度の確保が重要である。

１．ゼンマイ式と電動式があるが電動式はアダプターを接続するか電池を入れる。（図１）

２．湿球温度計の球部に巻いてあるガーゼにスポイトを使って蒸留水を給水する。（図２）

【注意】 ・水をつけ過ぎて、したたり落ちるようであれば軽く拭き取る。

・金属円筒に水がついた場合はきれいに拭き取る。

・ガーゼが金属円筒に触れないようにする。（湿度が高く出る）

・ガーゼはきれいな状態にしておく。

３．三脚に取り付け、測定する場所に設置。（机上の高さ）

４．電源を入れ、温度計の値が一定になるのを待つ（数分間）

（一度、値を読んでから１分ほどたってから読んで変わりなければ良い）

５．乾球と湿球の温度を読む。

６．附属の換算表から相対湿度を求める。（図３）

図２

図１ 図３
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検知管法での一酸化炭素および二酸化炭素の測定方法

測定は授業終了直前に行うとなっています。従って、11時に授業が終了する場合には、測定に

２～５分間必要なので、10時50分過ぎから測定開始をする必要があります。

１．事前にカットしていない検知管を使って、リークテスト（ガス漏れが無いか調べる）をして

おきます。

漏れがある場合は取付け口をはずし、ゴムを交換したり附属のグリスを塗ります。（図１，２）

２．まず、検知管の両端をガス採取器のチップカッタで傷をつ付け、折り取ります。（図３）

３．ハンドルを引いて固定し、測定する場所に設置します。（机上の高さ）（図４）

４．採取時間が終了したら、濃度を読み取ります。

二酸化炭素（126SF）以外は温度の補正が必要です。

表が大まかなので、表に無い温度の場合は按分して求めて下さい。

５．学校環境衛生で使用する検知管は主に３種類で、使い分けはおおむねつぎのとおりです。

ただし、教室の大きさや環境、小学校低学年と高校生では二酸化炭素の排出量が異なるので

一概に言えませんが、マニュアルでは測定濃度に応じた検知管を用いるとなっています。

・一酸化炭素・・・燃焼器具を使っている教室のみ（暖房器具以外に調理器具等も含まれる）

・二酸化炭素・・・全ての教室

126SF・・・１０人以下の少人数の教室

126SB・・・燃焼器具を使っている全ての教室を３０人以上の大人数の教室

６．一酸化炭素は完全燃焼されている場合、検出されませんが０では無い可能性があります。

０とは書かずに、「検出限界(1ppm)未満」などの表現を使って下さい。

図１ 図２

図３ 図４

32



学校環境衛生で使用する

主な検知管

【一酸化炭素(106SC)】

測定範囲；1～50ppm

試料採取量・測定時間；100mL/4分間

色の変化；橙色→ 赤紫色

有効期限；１年

経年変化；原色がかわり，変色層境界が不明瞭になる。

使用温度範囲；5 ～ 40 ℃（温度補正あり）

湿度の影響；なし（5 ～ 95 ％ RH）

【二酸化炭素(126SF)】

測定範囲；100～2000ppm

試料採取量・測定時間；100mL/2分間

色の変化；桃色→黄色

有効期限；２年（冷暗所保存 0～25℃）

経年変化；原色が薄くなり，変色層の境界が不鮮明になる。

使用温度範囲；0 ～ 40 ℃（温度の影響なし）

湿度の影響；なし（10 ～ 90 ％ RH）

【二酸化炭素(126SB)】

測定範囲；0.05～1.0％(500～10000ppm）

測定時間；100mL/5分間

色の変化；青紫色→淡桃色

有効期限；２年

経年変化；原色がかわり，変色層境界が不明瞭になり，指示が高くなる。

使用温度範囲；0 ～ 40 ℃（温度補正あり）

湿度の影響；なし
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二酸化炭素（換気の基準）

換気の基準は、二酸化炭素の人体に対する直接的な健康影響から定めたものではない。教室内の

空気は、外気との入れ換えがなければ、在室する児童生徒等の呼吸等によって、教室の二酸化炭素

の量が増加するが、同時に他の汚染物質も増加することが考えられる。このため、教室では、換気

の基準として、二酸化炭素は、1,500ppm以下であることが望ましいとされている。

換気方法には、窓・欄間の開放や機械によるものがある。平成15年の「建築基準法」（昭和25年法

律第201号）の改正により、新築・改築・改修等に際しては、教室等においても機械換気設備の設置

が原則義務付けられたことに留意する必要がある。

【検査回数】

毎学年２回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実

施する。

【検査場所】

学校の授業中等に、各階１以上の教室等を選び、適当な場所１か所以上の机上の高さにおいて検

査を行う。

【検査方法】

二酸化炭素濃度測定は、授業開始前から授業終了時まで経時的に行うことが望ましいが、 測定回

数を１回とする場合は、二酸化炭素濃度が高くなる授業終了直前に行うこと。

二酸化炭素は、検知管を用いて測定する。

検知管の使用に当たっては、測定濃度に応じた検知管を用いること。なお、検知管の濃度の読み

については、訓練することにより、個人差が少なくなるものである。

【事後措置】

二酸化炭素が1,500ppmを超えた場合は、換気の強化を行うようにする。機械による換気が行われ

ていない教室等においては、窓や欄間、入り口の戸等の開け方を工夫すること。機械による換気が

行われる教室等においては、運転時間の検討や工夫を行った上で、換気能力の確認等機械の点検や

整備を行うこと。

換気の基準は、二酸化炭素の人体に対する直接的な影響から濃度を定めたものではないが、人の

呼吸量が増加すれば、二酸化炭素の量とともに他の汚染物質も増加することが考えられることから、

換気の基準として二酸化炭素は、1,500ppm以下であることが望ましいとされている。

したがって、空気清浄度の判定には、一酸化炭素、浮遊粉じん量及び揮発性有機化合物（ホルム

アルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）の濃度等

の測定結果を踏まえて、総合的に評価するようにする。

特に、感染症防止には、換気を行うことが重要である。
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一酸化炭素

一酸化炭素は不完全燃焼に伴って発生し、その濃度が高い場合には直接人の健康に影響する。

この基準値については、学校が児童生徒等の生活の場、学習の場であることを考えて、10ppm以下であ

ることとされている。

【検査回数】

毎学年２回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実

施する。

なお、教室等において燃焼器具を使用していない場合に限り、検査を省略することができる。

毎学年２回定期とは、季節等を考慮し、例えば夏冬の異なる季節を指す。また、一般的に暖房器具を使用

していない夏期では、教科等により燃焼器具を使用している教室等が検査の対象となる。

【検査場所】

学校の授業中等に、各階１以上の教室等を選び、適当な場所１か所以上の机上の高さにおいて検

査を行う。

【検査方法】

一酸化炭素は、検知管を用いて測定する。

検知管の使用に当たっては、測定濃度に応じた検知管を用いること。なお、検知管の濃度の読みについ

ては、訓練することにより、個人差が少なくなるものである。

【事後措置】

10ppmを超えた場合は、その発生の原因を究明し、適切な措置を講ずるようにする。発生源として考え

られるのは、主に室内における燃焼器具の使用である。

窓が閉め切られた状態で、自然排気式（CF式）ボイラーと換気扇を同時に使用した場合に、室外よりも

室内の圧力が低下し、一酸化炭素を含むボイラーの排気が正常に室外へ排出されず、室内の一酸化炭素濃

度が上昇し、事故に至った例が報告されている。以上を踏まえ、施設内に自然排気式（CF式）ボイラーが

設置されている場合には、換気扇との同時使用を避け、適切な換気が行われるような処置を講ずる必要が

ある。また、屋外式のボイラーへの交換を促進すること。
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ザルツマン法(FP-30B)での二酸化窒素（ＮＯ２）の測定方法

測定は授業終了直前に行うとなっています。従って、11時に授業が終了する場合には、測定に

30分間必要なので、10時25分過ぎから測定開始をする必要があります。

１．電池を入れる。（単３を４本）

２．まず、ねじ変換用アダプターを本体に装着してから三脚に取り付ける。

３．測定する場所に設置。（机上の高さ）

４．電源（ON/OFFキーを２秒以上押す）を入れる。（図１）

５．ディスプレイに電池容量が表示される。

６．約５秒後に「ジュンビ カンリョウ」と表示され、

その後、約５秒後に「ＴＡＢ ヲ イレテクダサイ」と表示される。

７ 保冷庫に保管してあるアルミパックからＴＡＢを取り出す。

本体に蓋をかぶせた状態になっているが、本体の白い部分には決してさわらないこと。（図４）

本体は白い部分が大きいが、蓋は小さい。（図５）

８．この状態でＴＡＢを装着し（図６）、「ＴＡＢ Ｎｏ センタク ▲▼」と表示されるので

▲あるいは▼で、室内測定の場合；０１３、外気測定の場合；０１２を選択する。（図１）

９．ディスプレイに「０１３：ＮＯ２ ＳＴＡＲＴ」と表示されるのでSTARTを押す。（図２）

10．残りの秒数がディスプレイに表示され、1800秒(30分)後に停止し、結果が表示される。

測定値［< 0.03］は測定限界未満（図３）

11．終わるとメモリに記憶される。

12．「ＴＡＢヲ トリダシテクダサイ」と表示されるのでＴＡＢ取り出す。

測定値は電源を切ってもDATAキーで呼び出しが可能。

13．測定可能範囲は0.03～0.2ppmで、５～35℃、20～80％です。

ＴＡＢは冷暗所（10℃以下）で保管すること。
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本体と蓋がセット

図４

図１ ←蓋の表と裏

←本体の表と裏

図５

図２

図６

図３
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【二酸化窒素について】

二酸化窒素は、灯油等の化石燃料の燃焼に伴って発生する。室内では、燃焼ガスが室内に放出さ

れる石油ストーブや石油ファンヒーター等の燃焼器具が発生要因となり得る。空気汚染物質として

の二酸化窒素は、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすものであり、大気環境では光化学オキシダントの

原因物質として知られている。

【測定条件、測定方法、基準】

① 検査回数

毎学年2回定期に行うが、どの時期が適切かは地域の特性を考慮した上、学校で計画立案し、実施

する。

なお、教室等において燃焼器具を使用していない場合に限り、検査を省略することができる。

毎学年2回定期とは、季節等を考慮し、例えば夏冬の異なる季節を指す。また、一般的に暖房器具

を使用していない夏期では、教科等により燃焼器具を使用している教室等が検査の対象となる。

② 検査場所

学校の授業中等に、各階1以上の教室等を選び、適当な場所1か所以上の机上の高さにおいて検査

を行う。

③ 検査方法

ザルツマン法を用いて測定する。

すなわち、試料空気中の二酸化窒素をザルツマン試薬により発色させ吸光光度法で測定する。大

気環境測定等の標準法となっている。ザルツマン法を用いた自動計測器は、日本工業規格（JIS）の

認証が行われている。

大気の環境基準では1時間値の1日平均値が0.04～0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下とされ

ているので、教室内でも0.06ppm以下であることが望ましい。

【事後措置】

・基準値を超えた場合は、その発生の原因を究明し、換気を励行するとともに、汚染物質の発生を

低くする等適切な措置を講じなければならない。

・二酸化窒素は外気にも検出されるので、外気濃度にも注意を払う必要がある。周辺の交通量が多

い学校では、外気濃度の測定に努め、外気での濃度が高い場合は、自治体の公害担当部署等に相談

すること。

【実際に測定して判明した問題点】

実際燃焼ガスが室内に放出される石油ストーブや石油ファンヒーター等の燃焼器具を使用すると、

いくら授業前に換気をおこなっても、基準を超えます。ほとんどの場合［OVER］と表示され測定

範囲を超えてしまいます。検知管法で大まかな数値を調査した結果、部屋の大きさや燃焼能力によ

っても異なりますが、0.3～１ppm程度でありました。

基準値内にするには、空調換気扇等の設置、授業の途中での換気しか方法は無いと考えられます。
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気流検査 

（基準） 

0.5ｍ/秒以下であることが望ましい。 

 

検査方法 

有指向性センサの場合、プローブに装着されている保護キャップを外し、センサパイプ正面にあ

る楕円形の貫通窓に風を通して測定する。 

 

【注意点】 

1．授業中に「机上の高さ」で測定する。 

2．風向マーク（●など）のついている窓からもう一方の窓へ風を通して測定する。 

《風向マークを気流の上流方向（風上）に向ける》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．複数回測定してその平均値をとって測定値とすること。 
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デジタル粉じん計（LD-3S）測定方法 

 

浮遊粉じん検査は、授業中に机上の高さで測定する。（毎学年 2 回） 

 

１）準備（電源を入れる毎に毎回行う。） 

1．ＡＣ電源、又は乾電池を入れ、電源スイッチをＯＮにし粉じん計を起動させる。 

2．採気口キャップを引き上げ「LOCK←」の方向に回し固定する（採気口を閉じる）。 

3．ノブを引いて「MEAS.BG」の位置にする。 

4．[MODE]を 6 回押して「BG測定モード」にする。 

5．[START/STOP]を押して BG 測定を行う。自動的に終了する。 

6．「BG 測定」終了後、キャップは閉じたままノブを押して「SPAN」の位置にする。 

7．「SPAN測定モード」になっているのを確認してから１分程度そのまま放置する。 

8．[START/STOP]を押して SPAN 測定を行う。自動的に終了する。 

 

２）測定 

1．準備が終了したら、ノブを引いて「MEAS.BG」の位置にする。 

2．[MODE]を６回押して「K 値の変更」にする。 

3．[START/STOP]を押して、K 値を「１.３」にする。 

4．[MODE]を 4 回押して「５分測定モード」にする。 

5．採気口キャップを「LOCK←」の方向と逆に回し下げる(採気口を開ける)。 

6．[START/STOP]を押して粉じん測定を行う。自動的に終了する。 

 

３）片付け 

1．使用を終えるときは、ノブを押して「SPAN」の位置に戻し、 

採気口のキャップを閉じて電源スイッチをＯＦＦにする。 

 

4）検査報告書記載要領 

「浮遊粉じん」の項目には、「5 分測定モード」で表示される質量濃度(mg/m3)値を記載する。 

（検査結果が著しく基準値を下回る場合（0.05mg/ｍ3 以下）には、以後教室等の環境に変化が認

められない限り次回からの検査を省略することが出来る。） 
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1）－1            1）－1「電源スイッチ ON」  1）－2、3）－1「閉める」 

 

1）－3、2）－1       1）－4「BG 測定モード」   1）－6、3）－1 

 

1）－7「SPAN 測定モード」  1）－8            2）－2「K 値の変更」 

 

2）－3           2）－4「5 分測定モード」   2）－5「開ける」 
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様式５　騒音レベル検査報告書（当該校のみ実施）

2020年度　学校環境衛生定期検査等報告綴（保健関係）

様式１　換気及び保温等検査報告書（年１回実施）

様式２　揮発性有機化合物検査報告書（当該校のみ実施）

様式３　ダニ又はダニアレルゲン検査報告書（当該校のみ実施）

様式４　照度及びまぶしさ定期検査報告書（年２回実施）

（ニ）臨時検査を行った場合には、これらの報告書に準じて検査し、報告してください。

様式６　飲料水水質検査報告書(年１回実施）

様式７　飲料水（施設・設備）検査報告書（年１回実施）

様式８　雑用水検査報告書（当該校のみ実施）

様式９　学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等検査報告書（年１回実施）

様式10　水泳プール（水質）検査報告書（当該校のみ実施）

様式11　水泳プール（施設・設備）検査報告書（当該校のみ実施）

様式12　黒板面の色彩検査報告書（当該校のみ実施）

検査の実施にあたって

（イ）様式２・様式６・様式10については、検査日及びその細目について各地域薬剤師会
      の指示に従ってください。

（ロ）様式４・様式７・様式11については、各学校薬剤師または各地域薬剤師会ごとで実
      施してください。

（ハ）定期検査報告書は、検査後下記により提出してください。
        ○薬剤師会・・・・・各地域薬剤師会へ
        ○教育委員会・・・・県立学校は、県教育委員会へ
                            市町立学校は当該教育委員会へ
          （但し、様式10・様式11については、プールのない学校は除く）

（ホ）不足する場合は、検査時に必要分をコピーし、使用してください。

（ヘ）報告書は、三重県教育委員会のホームページからもダウンロード出来ます。

（ト）様式１、様式５については、各学校薬剤師または各地域薬剤師会と協議のうえ、検
      査器具が整い次第実施してください。

三 重 県 教 育 委 員 会
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項目 実施時期など

様式５ 騒音レベル
生徒が不在時（休暇中やテス
ト期間中）

実施は教育委員会からの要請時

＊検査実施については、検査機器有無および数などを考慮する。
＊検査実施については、地区薬剤師会と相談して行う。

様式３ ダニ及びダニアレルゲン
教育委員会からの要請時
（検査キットが必要）

実施場所は学校と要相談

1回/年
必要ならば2回/年を推奨

様式２ 揮発性有機化合物 夏休み中

照度及びまぶしさ

雑用水使用の学校で実施

様式６ 飲料水 1回/年 検査時期は地区薬剤師会で決定

様式７ 飲料水施設・設備 1回/年

雑用水様式８ 1回/年

大掃除実施日は昨年実施状況を聞
き取り
ネズミ衛生害虫発生も聞き取り

様式10 水泳プール水質
1回/年
（使用日の積算が30日ごとに
1回が基本だが要相談）

検査時期は地区薬剤師会で決定

1回/年様式９
学校の清潔
ネズミ衛生害虫

様式12 黒板 必要時

学校環境衛生検査実施要項

学校からの依頼時
（黒板検査用色票又は簡易版検査
用色票が必要）

2回/年
実施場所は各階1か所が基本

教育委員会からの要請
（新規、改築、改装対象）

学校及び教育委員会と相談
検査機器の数、有無なども考慮し
て実施する

様式11 水泳プール施設・設備 1回/年

様式１ 換気及び保湿など

夏

様式４



様式　1

年度 学校 「換気及び保温等」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日） 時 分

天候： 外気温： ℃

年 組 （ 棟 階） 名

m3 （縦 m× 横 m× 高さ m）

　有（　恒常的稼働　・　随時稼働　）　・　無

　有　・　無　

））・　無　

（　　適　・　不適　　）

所　見

ppm

ppm

℃

備　　考

※1授業終了時。

※2　空気の温度、湿度または流量
を調節する設備を使用している教室
等以外の教室等は、必要と認める場
合に測定する。
検査の結果が基準値の１／２以下の
場合には、教室等の環境に変化が
ない限り次回省略可。

※3　空気の温度、湿度または流量
を調節する設備を使用している教室
等以外の教室等は、必要と認める場
合に測定する。

※4　燃焼機器を使用していない場
合に限り、省略できる。

基　準

 二酸化炭素は1500ppm以下であ
ることが望ましい。

 17℃以上、28℃以下であること
が望ましい。

 30%以上、80％以下であること
が望ましい。

 0.10mg/m3以下であること。

 0.5m/秒以下であることが望ま
しい。

 10ppm以下であること。

 0.06ppm以下であることが望ま
しい。

日常点検の実施状況及びその記録の保管状況：

【 検 査 結 果 】

％

換　　　　気※1

（二酸化炭素）

温　　　　度

相　対　湿　度

浮遊粉じん※2

気　　　　流※3

一酸化炭素※4

mg/m3

m/秒

ppm

測　定　値

二酸化窒素※4

検 査 日 時 ： 　

教室の大きさ

冷暖房機
の状況

窓　　の
開放状況

換気設備

　全開　・　一部開　・　閉　

検 査 場 所 ：

検　査　項　目

 　

薬剤師会 　

人数：大人 名、児童生徒

　全開　・　一部開　・　閉　

　全開　・　一部開　・　閉　

エアコンの使用

燃焼機器の使用

廊下側

外　側

有（　灯油　・　ガス　・　他（

廊下側

外　側

上部の窓の
開放状況

　全開　・　一部開　・　閉　



様式　2

年度 学校 「揮発性有機化合物」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日）

（ 棟 階）

）

月 日 時 分 天候： 室温： ℃

月 日 時 分 天候： 室温： ℃

時間 ※　8時間以上

所　見

　

建物構造 木造　・　鉄筋コンクリート　・　鉄骨プレハブ　・　その他　（

薬剤師会 　

検 査 日 ： 　

検 査 場 所 ：

換気設備 有　（　　　恒常的稼働　　　・　　　随時稼働　　　）　　・　　無

採取開始時

採取終了時

採取時間※

【 検 査 結 果 】

検　査　項　目 測　定　値 備　　　考

ホルムアルデヒド μg/m3  100μg/m３以下であること。
　児童生徒等がいない教室等
において、30分以上換気の後
5時間以上密閉してから採取
し、ホルムアルデヒドにあって
は高速液体クロマトグラフ法に
より、トルエン、キシレン、パラ
ジクロロベンゼン、エチルベン
ゼン、スチレンにあってはガス
クロマトグラフ-質量分析法に
より測定した場合に限り、その
結果が基準値の1/2以下の場
合には、以後教室等の環境に
変化が認められない限り、次
回からの検査を省略すること
ができる。

ト　ル　エ　ン μg/m3  260μg/m３以下であること。

基　　　準

キ　シ　レ　ン μg/m3  870μg/m３以下であること。

パラジクロロベンゼン

ス　チ　レ　ン μg/m3  220μg/m３以下であること。

μg/m3  240μg/m３以下であること。

エチルベンゼン μg/m3  3800μg/m３以下であること。



様式　3

年度 学校 「ダニ及びダニアレルゲン」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日） 時 分

天候： 　 検査する場所の室温： ℃

　寝具　・カーペット　・　畳　・　その他（　 ）

【測定環境（参考）】

週 日、 1日平均 時間開放

無　・　有 （　週 日、 1日 時間稼働　）

無　・　有 （　週 日、 1日 時間稼働　）

回/月

回/年 （寝具、カーペット等のみ記載）

所　見

掃除機かけの頻度

洗　濯　の　頻　度

冷　房　設　備

【 検 査 結 果 】

検　査　項　目 判　定 測　定　値 基　準

ダニまたは
ダニアレルゲン

　適　・　不適

　

匹/m2
 100匹/m2以下またはこれと
同等のアレルゲン量以下で
あること。

窓の開放状況
（夏期）

換　気　設　備

検　査　方　法

 　

薬剤師会 　

検 査 日 時 ： 　

検　査　場　所

検　査　対　象



様式　4-1

年度 学校 「照度及びまぶしさ」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日） 時 分 天候：

（ 棟 階）

年 月 日（ 曜日）

（　　適　・　不適　　）

　
　
　

　
　

　 　

：1

　
　
　

　
　

　 　

：1

所　見

有　・　無

最大と最小の比

　まぶしさ（　見え方を妨害するような机上面の光沢、黒板の外側15°以内の範囲に
輝きの強い光源の有無　）

有　・　無

テレビやコンピュータ
等の画面

（垂直面の照度）

照　度 ルクス
100～500ルクス程度が
望ましい。

　まぶしさ（　見え方を妨害するような電灯や明るい窓等の映り込みの有無　）

最大照度 ルクス 最小照度 ルクス

最大と最小の比

　まぶしさ（　見え方を妨害するような黒板面の光沢の有無　） 有　・　無

机　　　上
（水平照度)

1m  下限値は300ルクスと
する。また、500ルクス以
上であることが望まし
い。
 最大照度と最小照度の
比は、20：1を超えない
こと。10：1を超えないこ
とが望ましい。
 コンピュータを使用す
る教室等の机上の照度
は、500～1000ルクス程
度が望ましい。

　1m

黒　　　板
(垂直面の照度)

30cm

 500ルクス以上であるこ
とが望ましい。
 最大照度と最小照度の
比は、20：1を超えない
こと。10：1を超えないこ
とが望ましい。

　10cm

最大照度 ルクス 最小照度 ルクス

※　JIS　C1609-1に適
合する照度計

日常点検の実施状況及びその記録の保管状況：

【 検 査 結 果 】

検査対象 測　定　値 基　　準

　

カ　ー　テ　ン 無　・　有 　全開　・　一部開　・　全閉

使　用　照　度　計 型式 メーカー名

検 査 場 所 ： 　

照明器具の汚れ 無　・　有 最近の清掃日

検 査 日 時 ： 　

 　

薬剤師会 　



様式　4-2

年度 学校 「照度及びまぶしさ」検査報告書

（コンピュータを使用する教室用）

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日） 時 分 天候：

（ 棟 階）

年 月 日（ 曜日）

（　　適　・　不適　　）

　

PC 　

机上 　

PC 　

机上 　

PC

机上

　 　

：1

所　見

机上の照度の
最大と最小の比

　まぶしさ（　見え方を妨害するような光沢、窓・電灯の映り込みの有無　） 有　・　無

机上の
最大照度

ルクス
机上の

最小照度
ルクス

PC画面の
最大照度

ルクス
PC画面の
最小照度

ルクス

＜上　段＞
コンピュータ

画面
(垂直面の照度)

-----------
＜下　段＞
机　　上

(水平照度)

<コンピュータの画面＞
 照度は、100～500ルク
ス程度が望ましい。
------------------
＜コンピュータを使用す
る教室等の机上＞
 照度は、500～1000ル
クス程度が望ましい。

※　JIS　C1609-1に適
合する照度計

日常点検の実施状況及びその記録の保管状況：

【 検 査 結 果 】

検査対象 測　定　値 基　　準

　

カ　ー　テ　ン 無　・ 有 　全開　・　一部開　・　全閉

使　用　照　度　計 型式 メーカー名

検 査 場 所 ： 　

照明器具の汚れ 無　・ 有 最近の清掃日

検 査 日 時 ： 　

 　

薬剤師会 　



様式　5

年度 学校 「騒音レベル」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日） 時 分 ～ 時 分

天候：

（　　適　・　不適　　）

所　見

50dB以下であるこ
とが望ましい。

※4 窓を閉じている時、
LAeq45dB以下の場合は、以
後教室等の内外の環境に変
化が認められない限り、次回
からの検査を省略することが
できる。廊下側

等価騒音レベル
（LAeq）

dB

窓を
閉じた時

※4

窓　側
等価騒音レベル

（LAeq）
dB

検　査　項　目 測　定　値 基　準 備　　考

窓を
開けた時

※3

窓　側
等価騒音レベル

（LAeq）
dB

55dB以下であるこ
とが望ましい。

※3  窓を開けている時、
LAeq50dB以下の場合は、以
後教室等の内外の環境に変
化が認められない限り、次回
からの検査を省略することが
できる。廊下側

等価騒音レベル
（LAeq）

dB

　

【 検 査 結 果 】

検　査　場　所

使 用 騒 音 計※1 メーカー名 型　式

参　考　事　項※2

※1　JIS C1509-1に適合する普通騒音計又は精密騒音計。

※2　参考事項には、周辺の道路や鉄道に面している等を具体的に記入すること。

日常点検の実施状況及びその記録の保管状況：

検 査 日 時 ： 　

 　

薬剤師会



様式　6

年度 学校 「飲料水（水質）」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日） 時 分

天候： 気温： ℃ 水温： ℃

（ 棟 階）

（　直結給水※1　・　専用水道※2　・　簡易専用水道※3　・　小規模貯水槽水道※4　）

（　　適　・　不適　　）

所　見

　

遊離残留塩素 mg/L  0.1mg/L以上保持する。

色　　　　度 色味の　（　有　・　無　）  5度以下であること。

濁　　　　度 濁りの　（　有　・　無　）  2度以下であること。

味 　  異常でないこと。

臭　　　　気 　  異常でないこと。

有機物（全有機炭
素(TOC)の量）

mg/L  3mg/L以下であること。

p　　H　　値 　  5.8以上、8.6以下であること。

大　　腸　　菌 陽性　　　陰性  検出されないこと。

塩化物イオン mg/L  200mg/L以下であること。

【 検 査 結 果 】

検　査　項　目 測　定　値 基　準

一　般　細　菌 個/mL
 1mLの検水で形成される集落数が
100個以下であること。

検 査 日 時 ： 　

種　類：

※1　直結給水は、日常点検が実施されているならば、検査の対象としない。
※2　専用水道は、水道法に基づいて検査し管理されているので、検査の対象としない。

※3　簡易専用水道は、受水槽有効容量が10m3を超えるもの。

※4　小規模貯水槽水道は、受水槽有効容量が10m3以下のもの。

日常点検の実施状況及びその記録の保管状況：

採 水 場 所 ：

薬剤師会 　



様式　7

年度 学校 「飲料水(施設・設備)」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日） 時 分 天候：

日常点検の結果及びその記録の保存状況： （　適　・　不適　）

　有（ 年 月 日）・無

所　見 　

※1　水槽において適正に利用可能な容量（水槽の最高水位と最低水位との間に貯留される水の容量）。
※2　水道水を原水とする飲料水の場合は、施設の規模により追加注入する場合に設置され、水道水以外の井戸水等の場
合は必ず備えること。

                    ※3　水道水以外の井戸水等の場合は、原水の水質により必要に応じて設置する。

配管、給水栓
給水ポンプ

塩素消毒設備※2

浄化設備※3等

外部からの汚染の恐れ、
機能の適切な維持

適　・　不適

故障、破損、老朽
及び漏水の状況

無　・　有

井戸水等の旧水源に、
汚水、異物等の混入の恐れ

非該当　・　適　・　不適

貯水槽の清掃

清　掃　実　施

貯水槽清掃作業
報告書

有　・　無

高　置　水　槽

設　置　場　所

有　効　容　量※1 　

周辺の清潔度 適　・　不適

m3

外部からの汚染の恐れ 適　・　不適

亀　裂・漏　水等 適　・　不適

【 検 査 結 果 】

受　　水　　槽

設　置　場　所

有　効　容　量※1 　 m3

設　置　方　式 地下　・　半地下　・　地上

外部からの汚染の恐れ 適　・　不適

亀　裂・漏　水等 適　・　不適

周辺の清潔度 適　・　不適

検 査 日 時 ： 　

薬剤師会 　



様式　8

年度 学校 「雑用水」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日）

雑用水の使用： （　有　・　無　） m
3

雑用水の水源※： （　雨水　・　飲用水以外の井戸水　・　工業用水　・　再処理水　・　その他（　　　　　　　　　））

利　用　種　別※： （　散水　・　修景　・　栽培　・　清掃　・　水洗便所　・　その他（　　　　　　　　　））
※　複数選択可

（　　適　・　不適　　）

　Ⅰ　水質検査

　Ⅱ　施設・設備検査

所　見

　

　雑用水を用いる水洗に、手洗い付きの洗浄用タンクを使用していない 非該当　・　適　・　不適

　設備図面や専門業者による水槽清掃の報告書等の記録の保存状況 適　・　不適

　貯水槽の破損、外部からの汚染のおそれ、内部の清潔 適　・　不適

　水管の漏水等の異常のないこと 適　・　不適

　塩素消毒設備等の管理状況 適　・　不適

　水管に雨水等雑用水である旨の表示 適　・　不適

　水栓を設ける場合、鍵付きまたは使用時のみ取り付ける構造、飲用不
可の表示

非該当　・　適　・　不適

　飲料水を補給する場合、逆流防止構造の維持 非該当　・　適　・　不適

大　　腸　　菌 陽性　　　　　陰性 　検出されないこと。

遊離残留塩素 mg/L 　0.1mg/L以上保持する。

臭　　　　気 　 　異常でないこと。

外　　　　観 　 　ほとんど無色透明であること。

検 査 日 ： 　

ｐ　　H　　値 　 　5.8以上、8.6以下であること。

タ ン ク 容 量 ：

日常点検の実施状況及びその記録の保管状況：

検　査　項　目 検　査　値 基　　　準

薬剤師会 　



様式　9

年度 学校
「学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日）

（　　適　・　不適　　）

（１）　大掃除の実施 ※昨年度の実績。年３回定期的に行われていること。

　　

月 日（ 曜） 月 日（ 曜） 月 日（ 曜）

(内容) (内容) (内容)

（２）　雨水等排水の施設・設備 ※　不適箇所にはレ点を入れること

年 　 月 　　 日（ 　 曜日）

屋上等の雨水排水状況

雨水等排水溝

水飲み・洗口・手洗い・足洗い場

その他（ ）

（３）　ネズミ・衛生害虫等

年 　 月 　　 日（ 　 曜日）

給食施設（配膳室等）

所　見

　

結　　　果 適　　・　　不適

基　準　・　備　考

教　　室 飼育動物（飼育舎等） ・校舎、校地内に、ネズミ、衛
生害虫（ゴキブリ・蚊・ハエ・樹
木等の病害虫）等の生息が認
められないこと。
・発生場所、種類等は、所見
欄に記載する。

給湯設備等熱源のある場所
（給湯室、保健室、家庭科室等）

樹　木　等

その他（プール等）

検　査　箇　所　（不適箇所にはレ点を入れること）

基　　　　準 不　適　状　況

検　査　日 　

報 告 書 作 成 日 ： 　

 ・天井等から雨漏りが確認されないこと。

 ・雨水等排水溝、水飲み場等は、砂や
泥等が堆積して排水状況が不良でない
こと。

 

第　３　回

業者等へ
の委託

有　　・　　無 有　　・　　無 有　　・　　無

検　査　日 　

第　２　回

結　　　果 適　　・　　不適

検　査　箇　所

日常点検の結果及びその記録の保管状況：

結　　　果 　適　　・　　不適

実　施　日※
第　１　回

薬剤師会 　



様式　10

年度 学校 「水泳プール（水質）」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日） 時 分

天候： 気温： ℃ 水温： ℃

（　　適　・　不適　　）

)

所　見

　

その他の使用薬剤
(凝集剤・pH調整剤等）

水　の　種　類 　水道水　・　井戸水　・　その他（

消　毒　剤　名

成　分　名 次亜塩素酸ナトリウム　・　次亜塩素酸カルシウム　・　塩素化イソシアヌル酸　

総トリハロメタン mg/L  0.2mg/L以下であることが望ましい。

循環ろ過装置の処理水
の　濁　度

度
 0.5度以下であること。また、0.1度以下であ
ることが望ましい。

有　機　物　等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）

mg/L  12mg/L以下であること。

濁　　　　度 度  2度以下であること。

大　腸　菌 陽性　　　　　陰性  検出されないこと。

一　般　細　菌 個/mL  200個/mL以下であること。

残　留　塩　素 mg/L
 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下
であることが望ましい。

ｐ　　H　　値 　  5.8以上、8.6以下であること。

検　査　項　目 測　定　値 基　　　準

薬剤師会 　

検 査 日 時 ： 　

日常点検（プール日誌）の記録の状況：

【 検 査 結 果 】



様式　11

年度 学校 「水泳プール(施設・設備)」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日） 時 分 天候：

日常点検（プール日誌）の記録の状況： （　　適　　・　不適　　）

年 月 日（ 曜日）

年 月 日（ 曜日）

m3
m
3

/時
時間
/日

所　見

　

　浄化設備の種類 循環ろ過　・　オゾン処理　・　紫外線処理

　ろ 材 の 種 類 砂　・　珪藻土　・カートリッジ

循環ろ過設備の状況
プール
の容量

ろ過
能力

運転
時間

　プール施設の清掃実施日

　プールの使用開始日

　腰洗い槽の状況 有　（　使用　・　未使用　）　・　無

屋内プール

　空気中の二酸化炭素(1500ppm以下が望ましい） 適　・　不適　・　非該当

　空気中の塩素ガス(0.5ppｍ以下が望ましい） 適　・　不適　・　非該当

　水平面の照度（200ルクス以上が望ましい） 適　・　不適　・　非該当

消毒設備及び
その管理状況

　塩素剤の取扱い及び保管状況 適　・　不適

　塩素剤注入装置の稼働状況 適　・　不適　・　非該当

　塩素剤注入装置の管理状況 適　・　不適　・　非該当

　機械室の管理状況 適　・　不適

　水位調節槽や還水槽の管理状況 適　・　不適　・　非該当

浄化設備及び
その管理状況

　浄化設備の稼働状況 適　・　不適　・　非該当

　浄化設備の管理状況 適　・　不適　・　非該当

【 検査結果 】

プール本体の
衛生状況等

　プール、プールサイドの衛生 適　・　不適

　シャワー・足洗い場の衛生 適　・　不適

　腰洗い槽の衛生 適　・　不適　・　非該当

　洗眼・洗面・うがい設備の衛生 適　・　不適

　更衣室の衛生 適　・　不適　・　非該当

　便所の衛生 適　・　不適　・　非該当

　薬品倉庫の管理状況 適　・　不適

検 査 日 時 ： 　

薬剤師会 　



様式　12

年度 学校 「黒板面の色彩」検査報告書

担当学校薬剤師　名前 ㊞

年 月 日（ 曜日） 天候：

（ 棟 階）

（　　適　・　不適　　）

　 　 　 　 　

明度 彩度 明度 彩度 明度 彩度　

　
　

　
　

　 　

年 年 月

））

））

））

所　見

黒板拭きの
状態

良　・　不良（ ふき取り面の摩耗・破損・その他（

黒板拭きクリ
ーナーの状態

良　・　不良（ 故障・清掃不良・その他（

外観の状況 良　・　不良（ 割れ・反り・はがれ・腫れ・さび・ピンホール・ひび・その他（

黒板面の
ふき取り状況

良　・　不良

基　　準
　(ア)　無彩色の色彩は、明度が3を超えないこと。
　(イ)　有彩色の色彩は、明度及び彩度が4を超えないこと。

備　　考
※1　黒板検査用色票を用いた場合は、表に黒板の「明度・彩度」の数字を記載すること。
※2　簡易版を用いた場合は、表に「適または不適」を記載すること。

設　置　年 最近の補修年月 　

黒板の色相

黒板の
明度・彩度

(適または不適)

30cm

　10cm

結  果 （　　　　適　　・　　不　適　　　）　　

用いた
検査表の種類 黒板検査用色票※1　　　・　　　簡易版※2

検 査 場 所 ： 　

日常点検の実施状況及びその記録の保管状況：

検 査 日 ： 　

 　

薬剤師会 　


